
高齢者用肺炎球菌ワクチンの
予防接種のご案内

特定外来植物にご注意を

対象
①下記の生年月日に該当する方。　※５月上旬に受診券を送付しています

65歳（昭和28年４月２日～昭和29年４月１日生まれ） 70歳（昭和23年４月２日～昭和24年４月１日生まれ）
75歳（昭和18年４月２日～昭和19年４月１日生まれ） 80歳（昭和13年４月２日～昭和14年４月１日生まれ）
85歳（昭和　８　年４月２日～昭和　９　年４月１日生まれ） 90歳（昭和　３　年４月２日～昭和　４　年４月１日生まれ）
95歳（大正12年４月２日～大正13年４月１日生まれ） 100歳（大正　７　年４月２日～大正　８　年４月１日生まれ）

②接種日に満60歳以上65歳未満の方で、心臓・じん臓・呼吸器の機能障害またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫
の機能障害を有する方（おおむね身体障害者手帳１級程度。対象となるかどうか分からない場合は、主治医に相談
ください）。接種を希望される方は接種券を発行しますので、障害者手帳、医師の意見書などをお持ちの上、保健
センターまでお越しください。

接種期間　平成31年３月31日まで 
接種回数　１回
自己負担額　2,700円
持ち物　接種券、個人確認ができるもの
　　　　（健康保険証、運転免許証　など）

市の指定する医療機関へ電話で予約の上、お出掛けくだ
さい。指定医療機関については、５月上旬に送付しました
案内を確認ください。

 　保健センター（☎○55　2010）

特定外来植物とは、人間活動によって、他の地域から持ち込まれた生物（外来生物）のうち、地域の自然環境に大
きな影響を与えたりするもので、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」により指定されて
います。
特定外来植物の栽培や運搬などは原則禁止されており、違反した場合には罰則が科せられます。６月は特定外来植

物防除月間です。外来生物被害予防３原則「入れない！捨てない！拡げない！」を心掛けましょう。

　環境課（内線252）

これらの特定外来植物
は、繁殖力が非常に強く
自然環境に影響を及ぼす
可能性があります。庭な
どで見掛けたら、抜き取
るなど拡大防止に協力を
お願いします。

アレチウリ（１年草）
８～10月頃に開花するつる性の植物
で、長さは数～十数ｍになり、他の植
物を覆い尽くします。葉は五角形で果
実にはとげがあります。

オオキンケイギク（多年草）
５～７月頃に黄色い花を咲かせ、花

びらの先端は不規則に４～５つに分か
れています。
草丈は50～70㎝。葉は細長い楕円

形で両面に毛があります。
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